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.

れ
ざ
る
ん
先
立
ち
、先
づ
此
植
の
政
'策

K

着
手

b

て
世
間

.
の

投
機
讀
流
お
戒
钸
し
、其
奔
.逸
を
制 

限
し
て
將
來
の
反
動
を
小
次
か
ら
し
め
た
る
其
效
用

は

寄
人
之
を

0
め
ざ
，る
を
得
ざ
る
な
丸

く

さ
は
れ
、產
業
界
の
前
途
の
不
明
は
不
安
の
一
大

M
因 

前
途
も
亦
可
及
的

.之
を
明

»

S&
し
め
ざ

#る
可
ら

to
 

の
方
針
範
圍
及
び
眼
度
の
明
に

一

«

R
知
悉
せ
ら
れ
ざ 

度
の

一

般

R
知
' 了
せ
ら
れ
ざ
る
、何
れ
も
典
に
不
安
の
一 

ば
政
府
當
局
者
は
此
等
政
策
の
適
.用
に
就
き
て
充
分
明 

生
ず
る
不
安
の
念
を
一
掃
す
る

^
勉
め
ざ
る
可
ら
ず
；

が
當
敗
潜
の
施
設

®

m
は
.
其
公
布
す
る
法
文
の
规
定

V」

に
非
ざ
る
な

K
y 

o 

,

然
ト
而
し
て
吾
人
は
此
產
業
界
の
不
安
救
濟
に
關
し 

る
と
典
に
、觅
に
ー
方
に
於
て
我
が
民
間
企
業
家
に
對
し 

#*
の
^
益
獲
得
に
の
み
着
服
す
る
こ
と
な
く
、遠
き
將
來

ざ
る
を
得
ず
パ
蓋
し
民
問
企
業
家
の
愼
重
公
明
な
る
飽
度
は
好
景
氣
反
動
の
豫
防 

將
た
又
其
豫
防
政

.策
，の
實
施
に
於
て
も
最
も
有
效
の
名
の
た

る
を
感
ず
れ
ば
な
う

。.

.(

大
IE
-六年十兄十八

H
稿
}

な

t

從
つ
て
政
府
の
.施 

船
舶
管
理
令
、物

{1
調
節
令 

■

る

、
將
た
又
金
輸
出
禁
止
令 

1?
/2
ら
ざ
る

^

得
ざ

る 

瞭
に
其
態
度
を
公
'示

し
，
以 

此
點
ょ
ぅ
觀
れ
ば
最
近
に 

典

に

一

般
に
明
確
を
缺

の繰斯 
利返の 
益し如 
を：て < 
顧其政 
M 責府 
せ任當 
ん を 路 
こ重漭 
ビんに

設

I
k

jt

の 

等
の
適
川 

の
適
用
程 

次
第
な
れ 

て
之
が

6
. 

於
け
る
我 

の
慽
な
き

盟
む
所
あ 

じ
徒
に
服 

を
切

M

せ 

に
於
て
も
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は

m

f
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て
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部
ょ

U
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u

s

實
不
可
，

る

V」

以
て
；勢
び

m

m
者
の
净
吿
に
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I

か
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U

I
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l
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fを
益
，不
公
平

I

し
む
る
の
事
實
ぁ
ヶ 

一̂

I
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qを

i

し

t
以
ブ

I

の
公
.平
を
期
す
る
爲
め
に
、外

都

ょ

上

i

に
識
別
す 

i
木

へ

I

形

物

に
、課

税
の
標
準
を
求
む
る
乙
ビ
は
、蓋
し
己
む
を

|

る
の
方
法
な

.

ô.

然

1

其

|

を

何

れ

に

5

可

|
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5
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5

異
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前卜u

號 

一
一o

抑
も
個
人
の
生
活
程
度
は

典

所
#V 」

離
る
、可
か
-ら
ざ
る
關
係
を
有
す
る
も
の
に
し
て
、诉

ヰ 

の
多

§

«
の
生
活
辟
度
が

'
所
得
の
少

^
§
者
に
比
し
て
一
般
に
高
き
は

(

無
讀
例
外
は

あ
れ

.ど 

1

#
ふ
可
か
ら
ざ
る
’所
な

b

o
而

し
て
其
生
活
程
度
を
決
す

.可
き
生

®
费
.は
大
禮
に

冷

てトベ
 

食
住
の

H
現
目
よ

$
成
れ
る
も
の
な
れ
ど
も
、其
生
活
费
の
幾
許
が
衣
ビ
食

ン
レ

の
爲
め

S
 

3 

る
、

か
は
外
部
よ
り
之
を
知
る
こ
ビ
極
め
て

困

雛
に
し

て
、

多
く

の
場
合
に
玲
て
は
殆
ど

K
可 

能

と
云
は
ざ
る
を
得

す
。

然
る
に
住

®
に
對

し
て

袭

さ

る

、
部

^
即
ち

住
宅
费
は
其

主
宅
の 

謂
®
顧
格
に
依
つ
て
、代
表
せ
ら
る
、
を
以
て
、外
部
よ

5

,
之
を
知
る
こ
と
比
較
的

R

容
為
な
る 

の
み
な
ら
ず
、其
货
贷
價
格
は
メ
自
ら
居
住
者
の
.生
活
程
度
並

:̂

其
所
得
の
多
寒
を
表
示
す
る
の

. 

標

，準

ビ

潙

る

可

し
o

朵
し
て
然
ら
ば
之
を
以
て
届
住
漭
の
所
得
を
推
定
す
る
の
標

P

V

J

Sす 

は
必
ず
し
も
不
當
に
非
ず
し
て
、少
な
く
と
も
鈉
税
遨
の
信
ず
可
か
ら
ざ
る

_

吿
を
基

I

ど
す 

る
現
在

-0

制
度
に
勝
る
も
の
あ
る
を
思
は
し
む
。

母
宅
の
赁
货
價
格
を
以
て
個
人

.
'の
所
得
を
正
確
に

_
定
す
る
こ
ビ
は

0

よ
り
不
可
但
な
れ 

ど
.も
-、其
貨
貨
惯
格
は
所
得
に
正
比
例
す
る
を
以
て
股
則
と
す
る
が
故
に
、日
本
の
實
際
に
就
て 

兩
者
の
關
係
を
。充
分
：に
%
瘵
し
、其
賃
貸

®
格
，
-C
D
何
倍
か
，を
以
て
個
入

',
の
所

#
を
推

«'
す
る
こ

か
て
ー
餘

h

實
際

{'
-

遠
ざ
ヵ
ら
ざ
る
結
果
を
齎
ら
す
の

0
み
な

&

に
非
ず

o

假
に
實
祭
の

?? 

将
額
と
其
推
定
额
マ

」

の
間
に
少
な

t

ざ
る
相
違
を
生
ず
る
乙
と
あ

6

と
す
る
も
其
相
違
は 

1

般
的
に
し
て
總
て
の
納

J

 

£

ぶ
可
き
も
の
な
れ
ば

I

 

«

の
不

JH

直
な
る
申
吿
羞 

礎
-

:

^る
現

.

^
の
課

®

法
に
比
し
て
逾
に
公
平
な
を
乙
と
言
を
俟
た
す
。
®
し
住
宅
の
賃
貸 

低
格
を
標
準
ビ
し
て
個
人
の

.
所
得
額
を
蜜
.定
す
可
し
と
云
ふ
も
，全
然
納
税
者
の
_
吿
を
發
北 

1

可
し
ビ
の
部
に
は
非

t
o
:即
ち

a

稅
者
の
申
吿
は
依
然
之
を
課

5

に
利
用
す
る
の

f

 

ス
乙
と
灸

r

に
し
て
仅
へ
ば
住
宅
の
質
貨
價
格
を
基
礎
と
し
た
る
.税
務
署
の
査
定
額
が
納
税 

者
の
村
吿
额
ょ

i

も
少
な
き
場
合
、又
は
納
税
者
の
_
吿
额

が

實

際

の

所
#

額

と

'「

致
せ
る

こ 

と
極
め
て
明
詹
る

S

に
は
、其

I

额

を

以

て

直

.
ち

に

課

税

の

目

的

物

5

.

す
こ

と

當
战 

な
ぅ

W

 

一
 N

 

メ
可
し
妒
ほ
右
の
目
的
に
供
す
る
爲
め
に
、鈉
稅
者
を
し
て
所
得
金

'
額
と
兆
に

$
 

宅
の

S

®

格
を

S

甘
し

む
る

s

 

S

 2

 

J

可
し

va 

f

る
f
o
.
.

尤
も

s

 
2

し
.
S

宅

s

f

格

.I

S

し
ひ

る
も
、各
人
が
果
し
ズ
正
直

S

質 

»
價
格
を
ゆ
吿
す
，る

ゃ

否
や
、類
る
疑
は
し
き
の
，み
な
ら
ず
、貸
家
ヒ
菲
等
る
住
宅
即
ち
自
家
用 

處

星

S

就
て
其
質

®

價
格
お
評

®

す
る

'
こ
と
は
：
I

者

,

身

に

於
で

も

I

困
雛
に
し
て
、
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第十
1

S

一
‘一
ニ

勢

a
冲
近
の
貨
家
を
標
準

&
じ
' 

v

其
#

格
.を
決
定
ず

.る
0
外
な
き
食
近
隣
に
.：貸家
の
存
せ
ざ

る
場
合
に

•

は
其
部

r
'に
一
曆
の

' 
困
難
を
加

ふ
，

る

の
遨
理
な
れ
ば
、之
に
處
す
る
の
方
法
と
し
て

)J
i

に
何
等
力

-
特
別
の
機
调
例

：

へ
ば
现
在
の
所
得
調
査
委
員
會
の
如
き
も
の
を
.し
て
各
納
稅
嘴

R

就
き

.其
住
宅
の
貨
貨
價
格
を
評
價
せ
し
め
、稅
務
碧
は
其
評
價
に
*
づ
き
て
最
後
の
決
定
を 

爲

3

父
る
可
か

.
>
b 

V
T
O

.

次
に
斯
の
如
く
に
し
ゼ
決
定
し
た
る
住
宅
の
賃
貨
惯
格
の
何
倍
を
以
て
個
人
の
所
得

V
J

着 

做

す
巧
き
や
、此
點
を
定
む
：る
に
當
6

て
知
ら
ざ
る
可
か

ら
ざ

る
は
日
本
人
の
實
際

生
活
に

於 

け
る
所
得
と
家
貨
と

0
割
合
な
れ
ど
も
、其
割
合
は
所
得
の
太
小
に
依

0
て
一
欉
な
ら
ず
。
列 

.へ
ば
大

^
:
♦に
居
住
す
る
月

m五
十
'圆
以
下
の
所
得
素
は
其
所
得
の
ニ
割
以
上
を
家
货
に
投 

ず
る
の
通
伢
な
る
に
千

..
|

1
以
上
の
所
将
者

(
双
方
と
も
住
寒
を
賃
借
せ
る

^>

のV」

假
定
し
て

)

は 

•«
通
一
後
以
下
に
て
事
足
る
が
如
く
其
割
合
は
所
得
が
少
な
け
れ
ば
少
な
&
程
增
加
す
る
其 

反
藤
に

/用
犸
が
多
け
れ
ば
多

&
稃
減
少
す
る
の
常
に
し
て
、要
す
る

.に
所
得
に
反
比
例
す
る

こ 

^

k
 

I
«c
の
®
實
な
り
。
然
の
み
な
ら
ず
生
活
程
度
高
く

|

つ
物
價
.の
不
廉
な
る
都
會
と 

其
芷
反

_

に
枉
る

.田
舍
と
を
比
較
す
る
と
き
は
、其
割
合
に
著
し
き
相
違
を
生
ず
る

c V
J

勿
％

に
し
て
、同
一
事
情
の
下
に
在
る
同
一
所
得
者
ビ
雖
も
、都
會

R
居
住
す
る
場
合
と
出
舍
に
居 

す
る
場
合
と
は
、所

#
ビ
家
貨

y
の
.割
合
に
甚
だ
し
き
差
興
あ
る
を
免
か
れ
ず
。
又

® 
\
の 

位

»
巡
、趣
味
、家
族
の
員
數
等
も
其
割
合
に
重
大
な
る
關
係
を
有
す
る
こ
と
自
明
の
幽
に
し 

I

般
的
に
之
を
定
む
る
こ
ビ
は
頗
る
困
雛
な
れ
ど
も
、假
に
東
京
市
を
標
準
ど
.し
て
見
る
ビ 

は
、
I

の
S

I

む
る
；1

ヶ
月
二
十
圆
以
下
の
家

•賃
に
就
で
は
、其
 
一S

2

四
倍
を
以 

居
住
者
の
所
得
と
看
做
し
て
差

.支
な
か
る
可
じ

9 

S

所
得
を
家
貨
の
三
倍
乃
至
四
咨

5
 

定
す
る
は
家
質
二
十
圆
以
下

S

合

餘

上

內

輪

に

？

 

の
反

i

あ
る
、
 

も

知

る

可

か

も

、所
得

S

.
す
る
其
割
合
の
最
も
大
な

.る
は
一
；十
圆
以
下
の
家
賃

. 

し
て
、三
倍
乃
至
四
倍
を
以
て
所

f

推
定
す
る
は
，決
し
て
先
當
に
非
ず
。
假

R
其
見

t
が
 ̂

輪
に
過
ぐ
る
の
嫌

S

 
?

と
す
る

も
、

f

外
輪

s

f

ょ
ぅ

S

弊

I

s

少
な
か
，
 

可
し
、如
何

I

2

S

Z

S

I

Q
所
得
を

S

に
過
大
に

I

る
：^

t

ビ
i
 

耽
上
絕
到

S

け
.ざ
る

.可
賞
ざ
れ
ば
？

、

®
に
_
つ

5

ふ
るU

、11

1

以

T 

0家
S
 

於
て
は
所

'#
に
.對
す
る
其
割
合
が

' 三
割
以
上
に
及
ぶ
場
合
も
警
に
#
ざ

る

t

以

て

、

&

の
m 

I

就
て
の
場
合

k.

適
用
し
て
誤
な
を
期

.し
得
る
や
否

H

:

:
開
に
：
.し
：て
、殊
に
十
圆
リ

1

5
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下
の
家
«
に
就
て
其
難
を
深
ふ
せ
ざ
る
を
得
ず
ビ
雖

も

a

税
點
を
六
百
冏
に

5 1

上
ぐ

S
ビ
A
3

は
、十
圆
以
下
の
家
賃

R

居
住
す
る
者
は
殆
ど
全
部
免
税
せ
.ら

る

>乙
.と
>爲
る
を
以
て
、右
の 

見
橫
が
實
際
の

'0
T

#

額
R

超
：過
す
る
場
合
な
に
非
ず

.ビ
す
る
も
、其
弊

.害
は
殆
ど
云
ふ
に
.足 

ら
ず
、況
ん
や
小
額
所
得

•に
對
し

v

k

特
別
に
其
負
擔
を
輕
減
す
る
の
方
法
あ
る
に
於
て
を
を
。

六 

'

.

住
宅
の
賃
貨
價
格
を
標
準
ビ

-Ly

個
人
の
所
得
を
木

±L

定
す
る

ビ

&
は
脱
税
を
少
な
か
ら
し 

め
'
隨
つ

T-

全
體
の

.收

.人
を
大
に
增
加
す
る
ビ
共
に
、納
税
者
の
不
正
直
な
る
申
吿

?:

基
礎
ビ
す 

る
現
在
の
刺
度
に
比
し
て
、巡
か
に
爲
擔
を
公
平
な
ら
し
む
る
こ

V

J5:

得
る
道
理
な
れ
ど
も
、同 

If
r

に
^

の
如
き

SI

點
の
制
ふ

^

と
?:

看
過

す
可
か
.ら

t'
。
 

‘ 

'

(
一
)

家
屋
の
賃
貨
價
格
は
或
程
度
迄
は
所

#

に
伴
ふ

.て
增
加
す
れ
ど
も
、住
宅
に
對
す
る
人
の 

慾
盟

R

は
自
ら
限

b

あ
る
を

以
て
、
或
程
度
に
達
す
る
ビ
き
は
所
得
壻
加
す
る
も
家
屋
の
赁 

.貨
價
格
は
毫
も
增
加
せ
ず

し
て

殆
ど
不
變
の
狀
飽
に
在
る
こ
ど
稀
な
ら
ざ
る
が
故
に
、或
程 

-

度
以
上
の
所
得
じ
對
し
て
は
充
分
の
課
税
を
行
ぅ
乙
と
能
は
ざ
る
の
慽
み
な

&

を
得
ず
。
 

例
へ
ば

|

年
西
萬
圆
の
所
得
を
收
む
る
考

V
J
、

ニ
百
萬
圆
の
收
入
•を
得
る

#

と
の
間
に
は

、
®

.
稅
力
に
非
常
の
奮
あ
る
に
も
拘
は
ら
ず
、其
住
宅
の
賃
貸
價
格
に
は
格
別
の
相
違
な
く 

て
結
局
兩
赉
の
納
税
额
が
略
ぼ
相
匹
敵
す
る

.

.が
飢
き
場
合
も
な

.
き
に
非
ざ
る
可
し
。

(

ニ)

或

S

以

下

の

所

得

に

於

て

は

、所

得

.額

同

.
1

な
る

も
、家

族
の

多
I

は
.

少

な

i

に 

V L
て
.賃
I

格
の
高

I

屋
に
居
住
す
る
の
必
要
に
？

る
、

S

2

S

I

擔 

&
む
る
こ
ビ
な
き
を
保
す
可
か
ら
ず
。

M)

生

!®
程
度
ミ
物

f
 

I
に
す
る
都

#
ご
田
舍
ビ
は
所
得
と
家
賃
と
の
,
係
に
於
て 

t
き
ネ

&
あ
々
代
ほ
等
し
く
都
會
ビ
稱
す
る
も
、人
口
五
六
萬
の
小
都
會
と
百

f

上 

ナ
教
矿
ど
の
間

^
は
非
常
の
羞
あ
る
を
以
て
其
間
に
河
等
か
適
當
の
區
別
を
設
く
る
こ

“ 

さ
れ
ば
負
擔
の
不
公
平
を
來
す
の
處
あ

四)

衣
2

 

S

す
る

s

 

s

 

I
は
人
に
依

つ
'

5
蒙

M

 

t

s

t

T

f

s

 

R
對
す
る

慾
望
の
充
.足
を

以

て
生
活
の
第

 

一
•要
？

爲
す

者
t

或

は
所
得
の
大

.
部
分

. 

ィ
が

_

す

ず
る
溝
あ
り
或
は

.衣
食
に

i
f

す
る
您
豐
節
し

て
ま
で

も
♦

に
資

i
t

を
凝
ら

. ̂

者
あ
る
等
、所

#
ビ
住
宅
费

V」

の
關
係
は
人
の
趣
好
に
依
つ
て

 

一
f

ざ
る
其
上
に
、社

#

 ̂

S

又
は
職
業
の
相
違
に
依
つ

I

關
係

I

に
す
る
，

V

I
上
可
が

I

。
例

だ

意

(

ー六四一

)

論

說

I

I

 

' 

. 

,

,
±
i



姑

十

1

怨

(

一六
四

】
】
)

論

說

所

僖

桃

吹

疋

論

 

第
十

I
I

號

‘

一
一

#

族

は

其

體

而

«-
猶

上

他

の

階

級

，に

比

し

て
.一
般

R

宏
肚
な
る
郎
宅
を
構
ふ
る
が
如
き
、將

*
 

所
謂
自
曲

a

業
に
從
事
す
る
者
は
他
の
動
勞
に

.
從
事

.す
る
者
ょ
“

御
し
て
賃
貨
價
格
の 

高
き
家
屋
に
居
住
す
る

.
が
如
き
、其
適
例
に
し
て
、總
て
是
等
の
差
別
を
無
視
し
て
、單
に
住
韦 

の
賃
貨
價
格
を
標
準
ご
し
て
所
得
を
査
定
す
る
ビ
き
は
、納
税
カ

V
J

稅
额
と
の
均
衡
を
失
す 

る
の
嫌
ひ
な

§

に
非
ず
ビ
雖
も
、如
何
な
る
種
類
の
租
税
に
於
て
も
是
種
の
缺
點
は
ぬ
か
れ 

ざ
る
所
に
し
て
、

®

し
も
稅
法
上
に
斯
る
差
別
を
認
む
可
し

V
J

す
れ
ば
、
«

人
的
及
び
®
會
的 

事
情
に
由
る

.
總
て
の
差
別
を
認
め
ざ
る
可
か
ら
ず
し
て
、所
得
税
否
な
殆
ど
總
て
.の
祖
稅
は 

.

遂
に
實
行
不
能
に
至
る
や
も
知
る
可
か
ら
ざ
る
な

b

o 

(

五)

此
制
度
の
下
に
て
は
财
界
の
不
景
氣

.に
因

6

て
遽
に
所
.得
税
の
收
入
に
激
減
を
來
す
こ 

?
な
き
代
り
に
少
な
く

 

VJ 

4

或
年
限
の
間
は
家
屋
の
賃
貨
價
格
を

一

定
し
之
に
依
つ
て
所 

得
额
を
決
定
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
が
故
に
、經
濟
界
の
好
況
に
依
ぅ
多
數
國
民
の
所
得
遽
に 

塯
加
す
る
も
其
所
得
税
额
は
毫
も
之
を
增
加
ぞ
し
む
る
こ
ど
能
は
ず
し
て
見
す

く

好
財 

源
を
.逸
す
る

乙

と
も
あ

b

得
べ
し
？

.

左

.
^
な

が

ら

現

在

の

制

度

に

於

て

も

財

界

の

好

況

に 

際

し
遽
に

第

三

種
の
所
得

暁

額

を

增

加

せ

し
む
る
ピ
ヾ

」
は
甚
だ
困
雛
に
し
て

®

に

時

局

の

.

結
粜

、大
正

五
年
輿
の

所
得
税
が
？

 

f

比
し
て
千

i

三
.
十
.

I

圆
即

ち

三

割

六

分
 

の
增
收

を
示

し
た
る
其
增
收

は
.
主

と

し

て
法
人

所
.得
S

增
加

(

約
千
二
百
商

.
圓)

に
因
る 

0

R
し
て
、第
三
種
の
所
得
稅
は
僅

々
西
三
十
萬
圆
の
增
加

を

現

は

し

左
る

に
♦過
ぎ
ざ
る 

.以

_て
見

れ
は
、右

は
¥

し
も

s

 

f

特

有
S

點
ヾ」

認

む
る

を
？

る

可
し
。

況
ん 

1

般
的
に
.
舰
f

れ
ば
家
S

5

S

一
 

方

に

し
l

i

f

る
も 

に
、之

を
標
準
’ビ
す
る

所

得

も

亦

次

第

に

增

加
す

る
乙

と

明

自
な
る
を
や
。

_

用 

i

 て
は

I

I

(

ご
質
貨
偾
格
を
標
準
と
し
て
.所
得
額
を
査
定
す

る
.
に
f

、例

へ

ば

一
ゲ
.月
二
十
圆
以

r

 

家
尾
に
居
住
す
る
者
の
所
得

'

f
其
質
貨
價
格
の
'四

倍

と

す

る

羣

は

、二
十
圆
以
上

三
，
 

I

下
は

3

|

、一
二
十
圆
以
上

.五
十

S

下

は

五

0

S

十

f

上
百

r

a

B

Tは
ヒ

J

 

.

1

上
二
百

®

以

下

は

十

倍

、
.
二

贾

圆

以

上
 

一
二
百
圆
以
下
は
，十

五

倍

、三

西

圆

以

上
.五

百

圆

” 

、
は

二

十

侶

春

圆

以

上

千

圆

以

下

は

.三

十

霍

圆

以

上

は

百

圆

每

に

五

倍
I

へ
？
 

名

ク

を

^

て
历
揭
额
，€

看

，做

す

が

如

く

累

爾

的

に

其

'率
?:

堦

加

す

る

，こ

ビ

.。

、 

r

f
笫

十

一

卷(
一
六
四
111〕

論

k

所
得
黎
正
論 

第
ナ1

蘇

ニ

 

b



站十.一

饴

(

T
パ
.四
S

論
説
、
所得桃改汜論

- 

• 

、第十二

.城
’ 

ニ

〜

(

ニ) 

■{[
-
!食
に
於
て
は

.特
に
右
の

.率
を
高

く

.

し
、例

-
へ
ば
都
會
に
於

.て

.四
倍
ビ
爲
す
可
き
所
を
、田

‘ 

舍
に
於
て
は

.四
倍

,

乃
至
五
倍
と
爲

'L
、兩
者

.の-.

間
.に
.適
.
'當

0.
.
區
別
を

f

夺
こ
ど
.。

(

三)

.

一
人
に
て
ニ
戶
以
上
の
住
宅
又
は

別

莊
を
有
す

.る

者

^
對
じ
て

.
は
、一
定
の
標
準
に

‘依

A
V 

右
の
率
を
增
加
し
以
て
負
擔
の
公
平
を
期
す
る

Z
と
。

(

四)

家
族
の
多
少
ょ

&

生
ず
る

'課

®t
上
の
不
公
平
を
緩
和
す
る
爲
め
に
、一
定
领
以
下
の
賃
贷 

憤
格
例
へ
ば

^
ヶ
月
五
十
圆
以
下
の
家
屋

rc
就
て
は

M

法
上

^

、32
に
於
で
扶
養
，の
義
務
を

.
有
す
る
家
族

1

人
に
付
、

1
定
金
額
を
控
除
し
た
る
殘
额
を
以
て

«

«

©
價
格

V
J

看
做
す
が 

如
き
特

1̂
を
設

く

る

こ
^

。

(

五)

旅
館
、下
宿
、料
理

.店
、住
宅

.兼
用
の
商
店

H
.

場
等
の
，如

く

、

營
業
上
の
必

0

1

6

.して
比
較
的 

に
賃
貸
價
格
の
高
き
家
屋
に
於
て
は

.
、
㈱
に

一

笼
の
控
除
額
を
設
け
.、之
を
差

?|
き
た
る
殘

«
 

を
以
て
其
赁
貨
價
格
と
認
む
る
乙
ビ

o 

.

以
上
の
方
法
に
依
る
も
尙
ほ
或
程
度
以
上

.の
所
得
に
對
し
て
充
分
の
課
稅
を
行
ぅ
こ

V
J

能 

は
ざ
る
の
慽
み
あ
ぅ
と
す
れ

ば
、«

本
の
利
子
に
對
し
て
收
益
稅
を
寒
す
る
其
外
に
、或
は
荚
國 

流
の

S
u
p
e
r

 

T
a
x

を
新
設
し
、或
は
書

«'
、骨
董
、別
莊
等
の
赞
澤
物
に
對
し
て
一
種
の
奢
侈
暁
を
課

し
以
て
負
擔
の
均

#
|:
-
圖
る
も
亦
ー
策
た
る
を
失
は
ざ
る
可
し
。

M

に
1

の
方
面
ょ

6
見

% 

ば
他
家
人
が

I 

#
所
に
永
住
せ
ず
し
て
屢

i其
居
所
を
轉
ず
る
結
果
、

」

定
の

»

M
11
格
5:
輝
P 

と
す
る
こ
ビ
能
は
ず
し
て
、所
得
額
の
決
定
に
困
寒
を
來
す
の
虡
な
き
に
非
ず
ヾ

」

雖
も
£
に
對 

し
て
は
前
年
度
に
於
け
る

«
贷
债
格
の
平
均
を
取
る
か
、又
は

一

定
の
時
期
に
於
け
る
.赁
貨
债 

格
を
標
準
ビ
す
る
か
、孰
れ
に
し
て
も
其
困
難
を
除
去
す
る
の
方
法
な

§

に
1非
ず
。

何
'ほ
云
も 

f
な
く
鈉
稅
齊
に
對
し
て
審
赍
の
請
离

0F
,願
又
は
行
政
訴
两
所
得
金
额

_
拟
51
訂
の
要
求 

を
爲
す
の
自
由
を
與
ふ
る
こ
ピ

.は
此
制
度
の
下
に
於
て
飞
甚
だ
必
要
な
る
可
し

(

所
#
稅
法
第 

二一

六
、

n

1
九
、四
〇
條
參
照

)

。
若
し
夫
れ
、

©

貨
惯
格
の
評

©'

に
就
.て
成
る
可
く
正
確
を
沏
す
る
爲 

め
に
納
税
者
の

^

吿
以
外
に
、嚴
密
な
る
評
價

5:

要
す
る
こ

'̂

は
旣
に
論
じ
た
る
所
に
し
て
、之 

々
爲

め
に
は

現
在
、の
所

#
調
査
委
員
會
を
利
•用
す
る

も
可
な
り
、

或
は
別
に
新
な
る
評
段
機

,#
1 

を
設

く
る
、

も
萣
支
な

し
。

悪
は

唯
公
本
，な
る

*

場
に
在
る
者
を
し
て
八
ム
弗
な
る
評
價
を
爲

3 

し
む
る
に
在
る
の
み
。
家
屋
の
賃
貨
價
格

.を
以
て
所
得
税
賦
課
の
■標
準
と
爲
す
が
如
き
は
固 

ょ
6

汧
V

U
の
變
只
に
し
て
決
し
て
歡
迎
す
可
き
事
に
非

.ず
と
離
も
、之
に
依
つ
て
脱
桃
の
幾
會 

を
少
な
か
ら
し
め
、所
得
稅
の
負
擔
を
比
較
的
に
公
平
な
ら
し
む

.
る

と

共
に
多
少
な

6

と
も

at 

,

,

摩

.

1.

卷
.

-(
「

六

四

赛

.#
.
 

■

餅
.
.
'
:
：所
得
饕
福

：

.

.

.

I

s
 

攀

.

.

.い. '.1.

り
.
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い
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義
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策十i

卷

' (
I

六四六}
論

m'
所
得
税
吹
正
論
- 

部

十

二

號

三

a

v

收
入
を
增
加
し
得
る
の
盟
み
あ
ぅ
ビ
す
れ
ば

、
®

稅
逍
德
の
幼
稚
な
る
我
國
に
於
て
は
*
か
る 

變
則
の

®

税
手
段
も
亦

1

0
の
.，棟

遒

と

し

て

之

を

.
推

獎

.
せ
ざ
る
を
得
ず
。

七
. 

.

JX
,ィ
0

获
怒
法
は
以
上
の
諸
導
に

於

て

改

JH
を
施
す
の
要
あ

A

ど
し
て
、之
が

全
脑
兄
の
收

\ 

上
に
及
ぼ
す
影
響
は
如

.何
。 

■
.

.
第

一

、
.

>先
づ
減
收
の
方
面
ょ
ぅ
見
る
に
、

(

ィ)

免
税
點
を
四
百
圆
ょ
ぅ
六
瓦
圆
に
引
上
ぐ

.る
輿
結
：果

は

幾

許

の

_減

收

を

來

す

可

き
や
、
 

統
f

の
不
完
全
な
る
我
國
に
於
て
は
正
確
な
る
計
數
を
知

^

乙
と
固
ょ
办
不
可
能
な

t

ど 

も
、大
體
の
見
當
は
付
け
得
ら
れ
ざ
る
に
非
，

t

大
正
五
年
度

0'
-
統
計
に
據
れ
ば

^

三
■
所 

得
中
所
得
额
千
圆
以
下
の
鈉
稅
激
は
七

.十
ニ
窩
六
千
九
耳
八
人
、此
稅
额
六
西
四
十

 

一

tML 

千
九
西
八
十

一

圆
に
し
て
、其
內
所
得
额
五
百
圆
以
下

.の
鈉
稅
者
は
：三
：十
萬
八
千
三
百
十
二 

人
、五
II
|1
|

以
上
七
西
圆
以
下
の
納
税
者
ぱ
ニ
十
五
蔣
六
千
八
十
ニ
人
な
れ
ば
$
亩
圆
以
下 

の
所

#

衮
に
七

¥1

损
以
下
の
所
得
者
の
半
數
を
加
へ
た
る
四
十
三
萬
六
千
三
亩
五
十
三
人 

埒
ち
總
赦
の
約
六
割
を
似
て
六
百
圆
以
下
の
所
得
者
と
看
做
し
て
大
差
.な
か
る
可
し
タ
而

し
I

圆
以
下
の
所
得
に
？

る
稅
率
は
總
て

-
均
一

(

千
分
の
二
十
五

)
な
る
が
故
に
、

f

 

^

^

1
に

1

ぐ
る
結
果
は
、千
圆
以
下
の
所
得

£

す
る

|

额
の
六

2

ち
三
号 

一
五

1̂

一
千
f

の
減
收
を
來
す
も
の
と
推
測
し
て
大
過
な

.か
る
可

1

6

。

. 

(

ロ)

現
朽
制
度
の
下
に
於
て
财
産
®
勞
兩
所
得
の
負
寧
の
均
衡
を
圖

、らん
と

す
る
こ

3

 

勞
所
得
に
對
す

|

除
f

m

s

加
す

る
の
置
る

こ

品

？

論

W
 

る
所
に
し
て
だ
之

I

分
0
 

一
二
為
す

.
，レ

p 
S

八

十

薦

s

 

f

 

f

 

f

んい 

思
は
る
れ

f

 (

大
正
五
年
度
の

I

に
據
れ
ば
動
勞
所
得
の
大
半
を
占
む

.る
俸
給
、給
料
、：
 

•を

僅

4

 

J 

C
 !

千
ニ
蓋
十
六

I

:
八
千
餘

M

に
f

 

f
 

V」

云
ふ

)

家
屋
の
貨
貨
價
他 

I

f

し
i

人
S

益

を

決

？

♦

に
f

 

S

I

 

S

對
し
て
別
段
控
除

|

 

F

プ

の

必

要

な

力

る

可

し

勸

勞

所

柺

と

財

產

.所

得

ビ

の

差

別

.，に

因

る

»

m
力

の

|

 

違

は

自

ら

家

屋

の

賃

.貸

®

格

に

瑰

は

る

れ

ば

な

ぅ

。
 

：

(

ノ)

ィ
钪
所
得
，に

剩

す

る

稅

率

を

如

何
a

る
程
度
に
引
下
ぐ
可
き
や
は

I

槪
に
斷
定
し

M 

き
も
假
に
五
千
僵
以
上
七
千
圆
以
下
の
所
得
に
對
す
る
現
行

0
率
，千
分
の
七
十
を
標
準
ビ 

す
れ
は
、千
M

以

下

は

千

分

の
+

五
、馨

1

は
千
分
の
ニ
十
五)

千 

第
十
5
 

I

七〕

論

說

所

得

靈

論
 

第

裏

i



第
十
5

.
 

(
H

ハ
四
八
，

)

論
.

m

所
得
桃
吹
正
論 

,

婼
十
ニ
'挪

r

l ニ

は
千
分
の
ニ
十

(

現
行
税
率
，は
千
圆
以
上
ニ
千
圆
以
下
は

‘
總
て
千
分
の
三
十
五

)

千
五
：百
圆
以 

上
.
ニ
千
圆
以
下
は
千
分
の
ニ
十
五
、ニ
千
圆
以
上
三
千
圆
以
下
は
，肀
分
の
三
十
五
、

(

现
行

稅
率 

は
千
分
の
四
十
五

)

三
千
圆
以
上

_
四
千
圆
以
下
は
千
分
の
四
十
五
、霧

税

.率
は
三
千
圆
以
上 

五
千
圆
以
下
は
總
て
千

.分
の
五
ナ
五

)

位
に

.引「

下
ぐ
る
の
必
要
な
き
や
如
何
、

(

但
し
四
千
圓
以 

.上
五
千

|1
1

*
以
下
は
現

■在
の

0
と
し

.て)

"

而
し
て

0
し
も
此
福

M
に
引
下
ぐ
る

.と
&

は
、千
圆 

以
下
に
於
て
約
百
萬
圓
、千
五
百
圆
以
下
に
於
て
約
八
十
萬
圓
、一一千

'圆
，以
下
に
於
て
約

3L

十 

五
.

®
圆
、三
千
圆
以
下

.に
於
て
約
四
十
五
萬

.圆
、四
千
'圆

以

下

に

於

て

約

ニ

十

萵

圆

合

計

約

三 

百
捣
圆
の
減
收
を
示
す
な

.
ら
ん
と
推
侧
せ
ら
る
。

0
1
)

千
圆
以
下

の
所
得
に
對
す
る
税
率
を
現
在
の

如
く

總
て
均
一
に
す
れ
ば

^

れ
ょ

&

生 

ず
る

.負
擔
，の不
公
平
を
緩
和
す
る
爲
め
に
、或
程
度
似
下
の
所
得
に
對
し
て
一
定
の
控
余

.0 

を
設
く
る
の
要
あ
る
こ
と
勿
論
な
れ
ど
も
、負

«

の
公
平
を
期
す
る
爲
め

R
は
、
^
除
額

?:
設 

け
て
間
接
に
其
負
：擔
を
輕
減
す
る
ょ

.

C
S

も、寧
ろ
桃
率
を
區
別
し
て
直
.接
に
小
額
所
得
者
の 

顧
擔
を
輕
減
す
る
の
勝
れ
る
に
若
か
す
。

.例
へ
ば
六
百
圆
以
上
八

.
¥圆
以
下
は
千
分
の
卜
、
 

八
官
圆
以
上

千
圆

以
下
は

千
分
の

十
五
と

爲
す
，が，

如

し
。
若
し
も
此

.方
法
に

m

る
と
き
よ

觅
に
約
ニ
十
六
萬
圆
の
減
收

(

六
西
圆
以
上
八
西
圆
以
卞
の
所
得
に
對
す
る

1
税
額
を
八
百
圆 

以
上
千
圆
以
下
の
其
れ
と
同

一

な
り
と
假
定
し
て

)

を

來

す

可

し

.，

(

ホ)

家
族
就
中
小
兒
の
多
少
に
因
る
鈉
稅
力
の
相
連
を
斟
酌
し
て
负
擔
の
公
平
を
圖
る
爲 

め
に
、或
辟
度
例
へ
ば
三
千
圆
以

.
下
の
所
得
に
對
し
、小
兒
一
人
に
付
一
定
の
控
除
額
を
認
む 

る
其
結
果
は
、所
得
稅
の
收
入
に
雜
分
の
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
當
然
に
し
て
、之
が
爲
め
に
三 

千
冏
以
下
の
所
得
に
對
し
て
平
-均
一
割
の
控
除
額
を
認
む
る
も
の
と
假
定
す
れ
ば
約
八
十 

四
萬
圆
の
減
收
を
見
る
可
し
。

.

備
考
、
以
上
の
數
字
は
總
て
大
正
五
年
度
の
統
.計
を
基
礎
ビ
し
た
る
も
の
な
り
。

第
二
、
次
に
增
收
の

.方
而
を
眺
む
る
に
、

(

ィ)

會
社
と
株
主

.®:
員
と
を
區

別
し
て
別
々
に
課
稅
.す
る(

事
實

.上
#
II

:
稅
の
新

‘
^
しヾ
M
て
 

も
差
支
な
し

)

ビ
き
は
株
主
祉
員
の
利
、益
配
常
金
に
對
す
る
課
税
に
依

6

.少
な
か
ら
ざ
る
瑜 

收
を
齋
ら
す
可
し
。
大
正
五
年
末
に
於
け
る
會
祉
の
拂
込
資
本
金
は
二
十
ニ
億
七
千
六
百 

萬
固
な
る

.を
以
て、今
之
に
對
す
る
株
主
、社
員

.
の

利

益

：

配
：：

當

金
を
ヰ
均
八

.分

.

.
ビ

：

假
定
す
れ
ば 

其
金
額
は
一
億
八
千
ニ
西
萵
圆
に
し
て
、之
に
對
し
千
分
の
四
十
の
比
例
稅
を
課
す
る
も
尙 

第
十
5
 

(
H

ハ
四
九

)

論

說

所

得

税

吹

正

論

 

‘

、
笫
十
二
號

_ 

’ 

一
二
三-
'
!■
'



紙
十
i
 

(

ー|

.)

論
.

說

所

I

吹
正
論
’ 

. 

I
號

’
一二四

丨
七

西

，二

十
ノ
妒
®

の
增
收
.
を
.接
る
計
算
な
れ
ど
も
、家
賢
を
德
傘
ビ
し
て
：猶

'

_
者
.の
所
得 

欲
を
決

f

.他
の
源
泉

i

生
ず
る
種
冷
の
所
得
ビ
共

K
一
 

蒙
に
し
で
之
に
帛

m
m
を 

課
す
る
に
於
て
は
右
の
訐
數
、に
大
な
る
楚
異
を
生
ず
る

Z
と
言
を
俟
た
ず
。

(

ロ) 

#
二
種
所
得
即
ち
公
偾
社
債
の
利
子
に
對
す
る
稅
率
を
引
上
げ
て
假
に
之
を
千
分
の 

四
十

(

現
行
稅

«

は
千
分
の
ニ
十

)

と
爲
す
ビ
き
は
、之
に
依
つ
て
四
十
四
萬
圆
の
增
收
を
來
す 

可
ぐ
、
f

も

國

繁

5

 

S

す
る
所

S

I

法
I

止
し
て
同

b
 

く
千
分
の
四
十
を 

M

m

1
る
ー
方
て
は
芦

&

の
利
子

(

約
七
千
离
題

^

み
R

對
し
て
も
更

R

約
ニ
百
八
十

®;
圆 

の
堪
收
を
得
べ
し
。
然
れ
ど
も
是
れ
も
亦

(

ィ)

と
同
樣
に
、他
の
所
得
と

共
に

一
顧
め
に
し
て 

之
に
累
進
.桃
を
課

す
る

ビ
き
は

.
、其
增
收
額
に
多
大
の
相
違
を
來

3
 

C
る
を
得
ず
。

(

こ
會
龆
に
對
す
る
稅
率
を
如
何
な
る
程
度
に
引
上
ぐ
可
き
や
、是
れ
も
亦
ー

K

に
%

定

、ノ
 

英
き
も
俨

.

_
ダ
於
ニ
许
の
增
率
を
わ
ぅ
も
の
と

.
す
れ
ば
、大

正
五

年
度
の
法
人
所
得
桃
二
千 

丄Z
西
六
十
六
萬

1

に
對
し
、五
瓦
三
十

H

萬

圆

の

增

收

を

得

べ

し

。

但

し
大

正

五

年
度
の
今 

人
所
将
税
が
ニ
千
六
百
满
侧

に
達
し

§

三
種
所
得
秘
は

ニ
.千
四
百
十
七
萬
圆

)

前
年
度
に

ヒ 

し

て

約

|

千

ニ
耳
萵
圆
の

.
激
樹
を
吿
げ

.だ
る
は
全
く
時
局
の
，观
に
し

_
:て、之
を
標
準
と
し
て

:̂
.

の
^
^
き
if

收
を
見
後
る
は
過
大
に
失
す
る
の
嫌
；

5

な
き
に
非
ざ
る
を

/
以
て
.大
正
^
年
度 

を
標
準
ビ
せ
ん
か
、同
年
度
：の
法
人
所
得
稅
は
一
千
四
百
六
十
七

‘
萬
闺
な
れ
ば
、之
に
對
す
る 

增
收
額
は
ニ
百
九
十
三
萬
圆
ミ
爲
る
可
し
。

(

c

Jr

得
®
 V」

は
直
接
關
係
な
き
も
資
本
の
利
子
に
對
し
て
收
益
桃
を
課
ず
る
と
き
は
也 

祖
營
業
®
と
相
對
し
て
有
力
な
る
诩

«

^
爲
る
ミ
と

^

ふ
可
か
ら
ず
。
即
ち
徵
收
の
：比
突 

的
に
容
易
な
る
公
僙
社
債
の
利
子
、法
人
の
利
益
配
當
金

®

行
預
金
の
.利
子
の
み
に
就
て
見 

る
も
國
偾
地

.方
ft

外
國
必
偾
、紙
僙
の
利
子
約
九
千
高
圆

(

國
債
中
外
債
の
利
子
を
除
く

)

法
人 

の
利
益
配
當
金
一
億
八
千
ニ
诨
黹
圆
、銀
行
預
金
の
利
子
一
億

.七
千
萬
圆
天
正
五
年
末
に
八
、、
 

け
る
普
通
特
殊

1K

菩
銀

.fj

の
预
金
總
額
約

H

十
四
億
圓
に
對
し
年
利
平
均
五
分
ビ
假
定
し 

て)

を
合
す
れ
ば
四
億
四
千

.ニ
耳
萵
圆
に
し
て
、之
.に

對

す

る

收

益

稅

率

を

千

分

の

三

十

と

爲 

す
ビ
き
は
新
に
一
千
三
页
二
十
六
萬
圆
の
收
入
を
得
ベ
し
。

(

ホ)

最
後
に
家
屋
の
賃
貨
價
格
を
標
準
ビ
し
て
個
人
の
所
得
額
を
査
定
す
る

乙

ヾ

」

を.爲
す 

結
挺
は
脱
桃
を
防
ぎ
以
て

.全
體
の
收
入
を
大
に
增
加
す
る

乙

と

疑
を

%

る
可
，ハ
ら

to 

假
に
所
得
の
敁
低
標
準
を
都

-會
は
家
货
の
四
估
、田
舍
は
五
倍
と
す
れ
ば
、前
者
に
於
て
は
家 

節十一

#
 

(

二
S

I)

激
說
所
得
税

.攻；S

:

.

m'
.十

二

號

一

ニ

五

：



— r ゃ， — 一  ™

竿

一

卷

(
H

ハ：土 
ニ)

論

說
所
傅
税
吹
：止論
 

5 

'

奶
レ
ニ
虎

.

r 

r
\

1

一
ヶ
タ

T

v

~

t五
4

錢
以
上
後
者
に
於
て
は
：

_
十
：圆
以
上
の
家
屋
に
居
住
す
る
*
は
患
て 

鈉
稅
の
義
：務
を
負
ふ

乙

琴

、
爲
る

■可
し
。
而
し
て
全
國
：の
月
數
約
.

一

■千

鮮

，臺
灣
太 

を
除
く

)

の
內
幾
許
が
之
に
該
當
す
る
や
知
ら
ざ
れ
ど
も
假
に
其
割
合
を
么
割
と
す
れ
ば
ニ 

W

萬
*

割
五
分
ビ
し
て
も
西
五
十
离
の
鈉
眺
者
を
出
，す
靜
に
て
大
正
五
年
度
の
第
三
«
所 

t

家
®

^

ブ

i

五
3

五
v

r

Aに
比
し
て
著
し

&

增
加
を
示
す
次
第
な

h

。
但
し
之
が
爲
め 

に
全
鹋
の
收
入

^

幾
許
の
增
加
を
來
す
可
き
や

.
此
點
は
推

«l
i

の
限
ぅ
に
非
ざ
れ
ど
も
、趴
ふ 

に
其
增
收
额
は
鈉
稅
考
數
の
增
加
に
比
し
て
巡
か
に
大
な
名
も
の
ぁ

6

ん
。
 

似
上
の
見
镄
额
は
唯
大
體
の
見
當
を
示
し
た
る
も
の
に
し
て
固
ょ
办
正
推
な
る
も
の
こ

P
 

ず
，殊
に
個
人
の
所
得
に
於
て
は
現
在
の
制
度
と
全
く
異
な
れ
る
課
税
法
に
依
ら
ん
ビ
す
る
も 

の
な
る
を
以
て
、減
收
並
に
增
收
の
比
較
は
甚
だ
困
難

R

し
て
到
底
正
鵠
を
得
難
き
も
第
ニ
に 

依
る
增
收
が
第

一
,

に

依

る

減

收

を

償

ふ

て

尙

ほ

全

體

の

收

入

を

犬

に

增

，加
せ
し
む
る
の
祟
み 

確
實
な
る

乙

V

は
右
の
數
字
に
依
つ
て
も
之
を
知
る
こ
と
を
得
、、

/

し
。

之
を

31

す
る
に
鈉

.桃
力
の
貧
弱
な
る
小
額
所
得
者
の
負
擔
を
輕
減
す
る
ビ
共
に
、鈉
税
力
の 

大
な
る
卷
に
適
當
の
負
擔
を

.
加
へ
以
て
全
般
の
課
稅
を
公
平
な
&
し
む
る

^
同
時
モ
其
收
入

に ビ 所 て 上 を  

足 雖 得 個 必 大  

ら も 者 人 恶 に  

ざ 苟 は の の 增  

る く 之 所 事 加  

な 名 •が # に す

う 改 爲 を し る  

正 め 決 X 目 

M の に 定 議 的  

一 目 却 し 會 を  

的 つ 以 及 以  

が て て び て

負 實 — 政 m  

擔 際 般 府 得

の の に の 稅  

公 負 脫 英 に  
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